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○ 年齢や発達の程度に応じた、こどもの意見表明機会の確保（第３条第３号）

○ 年齢及び発達の程度に応じ、こどもの意見が尊重され、こどもの最善の利益の優先考慮（第３条第４号）

○ こども施策（※）の策定等に当たってこどもの意見反映に係る措置を講ずることを国や地方公共団体に対し義務付け
（第11条）

（※） 「こども施策」は、「こどもに関する施策」と「一体的に講ずべき施策」 からなり、こどもの健やかな成長に対する支
援等を主たる目的とする施策に加え、教育施策、雇用施策、医療施策など幅広い施策が含まれる。

こども基本法について

こども基本法こども基本法

こども基本法（令和4年法律第77号）
（基本理念）
第三条
三 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会及
び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること。

四 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されるこ
と。

（こども施策に対するこども等の意見の反映）
第十一条 国及び地方公共団体は、こども施策を策定し、実施し、及び評価するに当たっては、当該こども施策の対象となるこど

も又はこどもを養育する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

こども家庭庁・各府省庁においては、こども施策の策定等に当たっては、こども・若者の意見を聴き、こどもの
最善の利益を優先しながら施策に反映しなければならない。
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こども大綱について

こども大綱こども大綱

〇 令和5年12月、幅広いこども施策を総合的に推進するため、今後5年程度の基本的な方針や重要事項を一元的に定め
た「こども大綱」が閣議決定された。

〇 全てのこども・若者が、身体的・精神的・社会的に幸福な生活を送ることができる「こどもまんなか社会」の実現に向け
て掲げられた「こども施策の基本的な方針」の６本の柱のうち１つに以下を明記

② こどもや若者、子育て当事者の視点を尊重し、その意見を聴き、対話しながら、ともに進めていく

○ こどもや若者の意見を聴いて施策に反映することやこどもや若者の社会参画を進めることについての意義を明記

① こどもや若者の状況やニーズをより的確に踏まえることができ、施策がより実効性のあるものになる

② こどもや若者にとって、自らの意見が十分に聞かれ、自らによって社会に何らかの影響を与える、変化をもたらす
経験は、自己肯定感や自己有用感、社会の一員としての主体性を高めることにつながる。ひいては、民主主義の担い
手の育成に資する

〇 こども施策を推進するために必要な事項として、「こども・若者の社会参画・意見反映」を記載し、以下の施策に取り組
むことを明記

・国の政策決定過程へのこども・若者の参画促進 ・地方公共団体等における取組促進
・社会参画や意見表明の機会の充実 ・多様な声を施策に反映させる工夫 ・社会参画・意見反映を支える人材の育成
・若者が主体となって活動する団体等の活動を促進する環境整備
・こども・若者の社会参画や意見反映に関する調査研究

「こどもまんなか社会」の実現に向けた数値目標として、「こども政策に関して自身の意見が聴いてもらえてい
る」と思うこども・若者の割合を明記。（20.3％→70％）
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こどもまんなか実行計画２０２４について

こどもまんなか実行計画こどもまんなか実行計画

こども政策推進会議（令和６年５月３１日）こども政策推進会議（令和６年５月３１日）

○ こども基本法に基づくこども大綱（令和５年12月22日閣議決定）に示された６つの基本的な方針及び重要事項の
下で進めていく、幅広いこども政策の具体的な取組を一元的に示し た初めてのアクションプラン。

○ 今後、こども家庭審議会において施策の実施状況や指標等を検証・評価し、その結果を踏まえ、毎年、骨太の方針
までに改定し、関係府省庁の予算概算要求等に反映。これらにより、継続的に施策の点検と見直しを図る。

○ 令和６年５月３１日、こども政策推進会議にて決定

関連ホームページ＞https://www.cfa.go.jp/policies/kodomo-taikou

加藤大臣発言

閣僚各位におかれましては、この「実行計画」の実施に当たり、参考資料にある「こども・若者の意見の政策反映に向けたガイドライン」

や「こども若者★いけんぷらす」の活用などにより、こども・若者の意見を反映していただくよう、お願いいたします。

政府として、岸田総理のリーダーシップの下で、この「実行計画」を着実に推進するとともに、こども家庭庁では、地方自治体がこども

大綱を勘案して定める「自治体こども計画」の策定を促進してまいります。

岸田総理発言

「こどもまんなか社会」の実現に向け、「こども大綱」で示した

・ こども・若者は権利の主体であり、今とこれからの最善の利益を図ること

・ こども・若者や子育て当事者とともに進めていくこと

といった基本方針の下、加藤大臣を中心に、全ての閣僚が、こどもや若者の意見に真摯に耳を傾け、政策に反映させなが

ら、ＰＤＣＡを推進し、この「実行計画」を着実に実施するようお願いします。
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こども・若者の意見反映プロセスの全体像
報告書本編第6章報告書本編第6章

事前準備
┗こどもや若者がテーマを設定する機会、事前の情報提供や
学習機会を確保。

意見聴取
┗様々な手法や機会を組み合わせて聴取。聴く側の姿勢や体制を
整備し、こどもが安心・安全に意見表明できる環境を確保。

意見反映
┗こどもや若者の意見聴取を政策決定プロセスに組み込み、
聴いた意見を重要な情報として扱い、正当に考慮。
こどもの最善の利益を実現する観点で検討・判断。

フィードバック
┗意見がどのように扱われ、どのような結果となったのかを
分かりやすく伝えるとともに、そのプロセスを社会全体に発信。

どのようなこども・若者を対象に、どのように意見を聴き政策に反映するのかは、当該施策の目
的や内容によって判断されるが、こどもや若者の状況や特性は多様であることを認識し、その最
善の利益を第一に考え、安心・安全を確保して取り組まれなければならない。また、意見反映の
在り方やプロセス自体にこどもや若者の声を反映し、常に改善をしながら進めることが重要であ
る。

こどもの意見の政策への反映まで

こども政策決定過程におけるこどもの意見反映プロセスの在り方に関する調査研究 報告書概要版より抜粋



こども基本法を踏まえ、こども政策の決定過程におけるこども・若者の意見反映を実践・推進するため、

こども家庭庁や各省庁がこども施策を進める際に、こども・若者から意見を聴くための仕組み。

【ポイント】

○ こども家庭庁において、小学校１年生から20代までのこども・若者を「ぷらすメンバー」として公募

○ 対面・オンライン・チャット・アンケート等の方法を複数組み合わせて、こども家庭庁各課・各省庁がこども・若者から意見を聴取（意
見聴取の場＝「いけんひろば」）

→聴いた意見は委託事業者が集約・分析して、こども家庭庁各課・各省庁に結果を報告

○ こども・若者が事業運営に参画する機会を確保し、各府省側が聴きたいテーマだけでなく、こども・若者が意見を伝えたいテーマに
ついても意見聴取を実施

○ 聴取した意見は、こども家庭庁・各府省庁の政策等に反映。反映できない場合も、こども・若者にフィードバック

○ ぷらすメンバーを対象とした意見聴取だけではなく、こども・若者の生活や活動の場に出向くなどして意見聴取

【事業の目的・狙い】

〇こども・若者にとって：

政策に対して意見を伝えて、政策を決めるプロセス（過程）に主体的に参画する機会・場を得る

〇政府にとって：

こども・若者意見を広く聴いて、制度や政策に反映し、制度や政策をより良くする

〇社会全体にとって

この取組を広く発信することで、こども・若者の意見を聴くことの大切さについての理解をひろげる

こども若者★いけんぷらす（こども・若者意見反映推進事業）こども若者★いけんぷらす（こども・若者意見反映推進事業）

こども若者★いけんぷらす（こども・若者意見反映推進事業）について
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仕組み（イメージ）

こどもや若者のみなさんがこども政策に関する
情報を知ることができる（メルマガ、SNS等）

いけんひろば
（意見を伝える機会）

みなさんの意見を聴きたい省庁からのテーマ／
こども・若者のみなさんからのテーマ

みんなのパートナー
ぽんぱー

出向く型

運営事務局

登録

こども・若者

こども家庭庁
委託業者

さまざまな参加方法

アンケート
/投票等

対面
意見交換

オンライン
意見交換

チャット
意見交換

ぷらすメンバー

こども家庭庁や関係府省の大人の会議（審議会など）
の資料にするなどしながら、政策に反映する。

政策への反映
意見

結果
報告

参加

こども・若者のみな
さんが事業の企画や
広報などの運営に参
画する。

・ファシリテーターが、
こどもや若者のみなさん
の意見表明のサポート

・聴いた意見の活用の
プロセスや結果を
こどもや若者のみなさん
にフィードバック

・わかりやすい資料を
使った事前の情報提供

事業への意見・提案テーマの提案

関係省庁

こども若者★いけんぷらす（こども・若者意見反映推進事業）

ファシリ
テーター
サポート

こども・若者の活動や生活の場に出向いて意
見を聴く
例：児童養護施設、フリースクール、児童館、子ども食堂



いけんひろば

手法の説明手法

対面

オンライン

チャット

アンケート

出向く

・３０名程度を年代等の属性ごとに１グループ４名～６名程度（計
６グループ程度）に分かれて、２時間程度意見交換。

・Webex（オンライン会議システム）を使用

・３０名程度を年代等の属性ごとに１グループ４名～６名程度（計
６グループ程度）に分かれて、２時間程度意見交換。

・LINEオープンチャットを用いて、一定期間（２日～４日間程度）
３０名程度を年代等の属性ごとに１グループ４名～６名程度（計６
グループ程度）に分かれて継続的な意見交換
・コアタイム（集中的に意見交換する時間）で集中的な議論。
・１日に１小テーマを扱い、日数分テーマを扱う。
・比較的、高校生以上に向いている（意見が活発に出る）

・アンケートフォーム（未定）を用いて、対象の年代となるぷらすメ
ンバーあてにWebアンケートを行う。
・期間は２週間～４週間程度

・児童養護施設や障害児支援施設にいるこども・若者は、「こども
若者★いけんぷらす」の情報が届かない可能性がある。そういっ
たこども・若者から意見を聴くため、職員自ら施設等に出向いて
意見を聴取する手法。

メリット デメリット

・欠席率が低い。

・意見交換がしやすく、その
場で意見の深堀りができ
る。

・地方の人の参加率が高い。
・意見の深堀りができる。

・対面に比べて拘束時間が
短い。

・場所・時間を問わず意見
を言うことができる。
・意見の深堀りができる。

・匿名性が高いので、参加
のハードルが低い

・２～４日間行うため、多く
の意見が出る。

・他の手法に比べて、多く
の方に参加してもらえる。

・場所・時間を問わず意見
を言うことができる。

・匿名性が高いので、参加
のハードルが低い

・事業に登録している人
（ぷらすメンバー）以外から
も意見を聴くことができる。

・参加者に地域の偏りがあ
る。

・土日に開催（長期休みを除
く）

・当日欠席等が発生しやすい。

・対面に比べて、会話が盛り
上がらない場合がある。

・当日欠席等が発生しやすい。

・グループによって盛り上が
りに差がある。

・意見の深堀りができない。
・問数が限られる。

・困りごとや悩み事の回答が
された場合、その個人への
アプローチがしづらい

・どの施設で意見聴取をす
るかは、原則としてテーマ担
当省庁で調整を行う。

・意見を言うことにハードル
が高い子どもが多いため、
聴き方に工夫が必要

いけんひろばとは？

こども・若者から意見を聴く場のことです。いけんひろばでは、①対面、②オンライン、③チャット、④アンケート、⑤出向くの5つ
の手法を用意しています。それぞれ手法を組み合わせ、多様なこども・若者から意見を聴取することが重要です。意見を聴く際
には、こども家庭庁に登録しているファシリテーターが参加します。
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意見を聴く前

意見を聴くとき

政策への反映

結果の
フィードバック

・テーマについての事前説明会を行う。

・当日の質問項目を事前説明会のときに提供することで、事前に意見を形
成する時間を設ける。

・事前説明資料は対象年齢にあわせて作成。特に小学生低学年から参加す
るいけんひろばは、対象年代によって事前説明を分けるなど工夫。

【対面・オンライン】

・グランドルールを設定し、参加者で確認をしてから意見交換
を行う。

・グループは年代の近い３～６人で構成し、意見を言いやすい
環境を確保。

・板書を担当する人をおいて、意見をその場で見えるようにす
る。

・振り返りの時間を設け、他のグループと意見の共有を行う。

・対外的にいけんひろばの様子を報告し、社会全体に発信。
・出てきた意見がこども若者にとって見やすくなるよう集約するとともに、どの
年代、班から発言があったのか、分かるようにした。

・参加したこどもがフィードバック資料を見て、自身の意見や参加したときに発
言されていた意見が載っていることが分かるようにした
・いけんひろばの時にでたこどもや若者の意見と反映したものだけを載せるの
ではなく、反映までの過程を入れるようにした。

メンバーへの募集

意見聴取のサイクル いけんぷらすの流れ 実施の際の留意点・工夫

参加者決定

事前説明

いけんひろば実施時の主な流れと留意点

事後アンケート・解散

事務連絡・閉会

班内感想/振り返り

議論＆休憩

自己紹介/アイスブレイク

今日の流れや
ルールの説明

開会

いけんのまとめ

報告資料

フィードバック資料

・原則発言通りに意見を書き起こし、担当省庁に出た意見をすべて伝える。

【アンケート】
・小学生でもわかるよう、
なるべく簡単なことばでア
ンケートを作成。

いけんひろば（対面）
の流れ例

【チャット】
・原則としていつでも意見交換ができるよう
にしつつ、コアタイムを設定し、集中して議論
ができる時間を確保。

（※）すべての手法で意見の撤回の機会を設けている
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いけんひろばを行う際に作成する資料

資料の説明資料名

事前説明資料

いけんのまとめ

報告資料

フィードバック
資料

いけんひろば開催前に、参加者に対して、テー
マについての分かりやすい情報を事前に提供
し、意見表明を支援することを目的としていま
す。この資料をもとに、いけんひろばの1週間
程度前に、事前説明会をオンラインで行います。

いけんひろばの終了後作成する、一言一句意
見を箇条書きした資料です。テーマ担当省庁
には、「いけんのまとめ」をもとに政策への意
見反映を検討してもらいます。

（アンケートの場合はアンケートの集計結果を
お渡しします。）

「いけんのまとめ」をもとに、意見をカテゴリ分
けして示した資料です。ぷらすメンバーや社会
全体に、このテーマにどのような意見が寄せ
られたかを報告することを目的としています。

いけんひろばで出された意見が政策にどのよ
うに反映されたか、反映されなかった場合は
なぜか、わかりやすく説明する資料です。

作成時期

いけんひろばの
２週間程度前

いけんひろば後
２週間後まで

いけんひろば後
約２カ月後

意見反映後

公表

〇

（いけんひろ
ばの開催と同
時）

○
（報告資料公表
と同時）

○
（報告資料完成
後すぐに）

○
（政策への反映
と同時期が望ま
しい）

原則担当省庁で作成して
いただきます。

こども家庭庁（委託事業
者）で作成します。

こども家庭庁で作成し、
カテゴリ分け等の内容を
テーマ担当省庁と調整し
ます。

原則担当省庁で作成して
いただきます。
こども家庭庁は、
作成いただいたものを
整える作業をいたします。

作成主体

いけんひろば開催前には、事前説明資料を作成し、
いけんひろば終了後は、聴いた意見を受け止め、施策に反映するため各種資料を作成します。
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こども若者★いけんぷらす 令和６年度前期（～9月）テーマ一覧

11

令和６年７月８日時点

（※１） 掲載しているテーマのほかにも、実施に向けて調整中のものがある。

（※３） 令和６年７月時点の内容であり、手法・開催時期などは変更になる可能性がある。

担当省庁開催時期対象年代手法テーマ（※１）

消費者庁令和６年６～８月大学生年代アンケート
大学生が興味を持っている「食品の安全」に関
するテーマは何か

１

こども家庭庁令和６年７月
小学生

～高校生年代
対面、
オンライン

「令和６年版こども白書」（やさしい版）をつ
くる上で大切だと思うこと

２

こども家庭庁令和６年７月中学生以上
対面、
オンライン

結婚・子育てに対する若者の意識について３

こども家庭庁令和６年７月
小学生

～高校生年代
アンケート

「青少年が安全に安心してインターネットを利
用できるようにするための施策に関する基本的
な計画（第６次）」【案】の意見聴取

４

農林水産省令和６年７～８月全年代アンケート
農林水産物・食品の持続可能な取組に関する消
費者への情報発信について

５

総務省令和６年７～８月小学４年生以上アンケート
学校の授業で活用できる「政治や選挙に関する
教材」について（※２）

6

デジタル庁令和６年８月全年代
オンライン
チャット

教育データ利活用について7

法務省令和６年８月
中学生

～高校生年代
対面、
オンライン

ヘイトスピーチの解消に向けた効果的な啓発手
法について

8

国土交通省令和６年９月全年代アンケートこども・若者の海に対する意識について9

こども家庭庁令和６年８～９月小学生～中学生
オンライン、
アンケート

「こどもの居場所づくりに関する指針」に関す
るこども向けコンテンツ作成について

10

（※２） ぷらすメンバーの選定に基づいたテーマ



こども若者★いけんぷらす 令和５年度テーマ一覧

担当省庁開催時期対象年代手法テーマ（※１）

こども家庭庁令和５年７月（済）全年代対面こどもの居場所づくりに関する指針に向けた意見聴取

こども家庭庁令和５年７月～８月（済）小学４年生～高校生アンケート
令和４年改正児童福祉法の改正事項へのアンケート、一時保
護所のルール等について

農林水産省令和５年８月（済）中学生～高校生対面/オンライン若者と食の今後について考える！

こども家庭庁令和５年８月（済）全年代アンケート
幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なヴィジョン（仮
称）

農林水産省令和５年８月（済）中学生～高校生対面
農林水産業・行政に関する効果的な消費者等への情報発信に
ついて

こども家庭庁/
文部科学省

令和５年８月～９月（済）小学生～高校生アンケートいじめや不登校など学校に関する悩み事について

こども家庭庁令和５年９月（済）高校生以上対面
生きづらさや、自殺したいという気持ちになったことがある
人に必要な支援について

こども家庭庁令和５年９月（済）全年代オンラインこども家庭庁予算について

国土交通省令和５年９月～10月（済）全年代アンケートこども・若者の海に対する意識について

こども家庭庁令和５年10月（済）小学生～中学生対面こども向けホームページについて

農林水産省令和５年10月（済）小学５年生～高校生対面/アンケート食育について

こども家庭庁令和５年10月（済）全年代
対面/オンライン/チャット/ア

ンケート/出向く型
こども大綱

12

・ テーマ数：２７テーマ ・ 意見聴取人数：２,65０人（延べ人数、アンケート回答件数含む）

令和５年度に実施したいけんひろば



13

担当省庁開催時期対象年代手法テーマ（※１）

スポーツ庁令和5年10月（済）中学生対面
休日の部活動の地域クラブ活動への移行等に伴う新たな
活動内容について

環境省令和5年10月～11月（済）小学生～大学生オンライン/アンケート
こども・若者による環境問題に対する課題意識等につい
て

こども家庭庁令和5年11月（済）小学生～中学生対面/オンラインこども基本法教材コンテンツについて

警察庁令和5年11月～12月（済）小学３年生以上アンケートサイバー事案の被害に遭わないためには

経済産業省令和5年11月～12月（済）全年代アンケート子育てを社会全体で支える雰囲気づくりについて

法務省令和5年11月～12月（済）全年代アンケートこども・若者向けの人権相談体制の在り方について

警察庁令和5年12月（済）中学生以上アンケート
痴漢撲滅の社会的気運を醸成するための広報の在り方に
ついて

金融庁令和5年12月（済）高校2年生以上対面/オンラインヤミ金融の被害事例及び対策について

経済産業省令和5年12月（済）18歳以上オンライン若者と地域の関係について

こども家庭庁令和６年1月（済）全年代対面こども若者★いけんぷらすの広報について

内閣府令和６年1月～2月（済）大学生アンケート女子中高校生の理工系進学を阻害する要因について

金融庁令和６年２月（済）小学生対面小学生向け金融経済教育教材について

こども家庭庁令和６年２月（済）全年代対面/オンライン
安心してこどもを産み育てられるために、どんな社会に
なってほしいか。（※２）

こども家庭庁令和６年２月（済）中学生以上アンケート「こども白書」について

法務省令和６年２月（済）全年代アンケート日常生活における法的なものの考え方との関わり

（※１） こども・若者に送付する際には、こども・若者にとって参加したいと思ってもらえるようなテーマ名にしています。

（※２） ぷらすメンバーが選んだテーマ



事前説明資料（参考）
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11月10日開催の『「いま、そして、これからの環境問題や社会について思うこと」について』の事前説明資料より

当日のスケジュー
ルについて前
もって参加者に
伝えるようにして
います。

小学生用と中学生以上用
で資料は分けるようにし、
小学生用には、平易な言葉
を使うことやフリガナをふ
るようにします。

議論の前に、アイ
スブレイクを行い、
意見を言いやす
い雰囲気づくり
を行います。

15



11月10日開催の『「いま、そして、これからの環境問題や社会について思うこと」について』の事前説明資料より

難しい熟語や語句につい
ても、平易な言葉で表すよ
うにします。

イラストを使って、
親しみの持てる
資料とします。

16



11月10日開催の『「いま、そして、これからの環境問題や社会について思うこと」について』の事前説明資料より

質問内容について、事前に
参加者に伝えるようにしま
す。

17



いけんのまとめ（参考）
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A 班（小学１生～小学６年生／６人） 
〇「居場所

い ば し ょ
」だと感

か ん
じる場所

ば し ょ
（安心

あ ん し ん
する場所

ば し ょ
・安心

あ ん し ん
するとき） 

 落
お

ち着
つ

く場所
ば し ょ

は家
い え

。リビングなどの家族
か ぞ く

が一緒
い っ し ょ

にいるところ。あとは自分
じ ぶ ん

の部屋
へ や

など一人
ひ と り

で過
す

ごせると

ころ。落
お

ち着
つ

いたり安心
あ ん し ん

したりするのは、家族
か ぞ く

（特
と く

にお母
か あ

さん）や気
き

が合
あ

う友達
と も だ ち

と遊
あ そ

んでいるとき、好
す

きなゲームをしているとき。あとは「推
お

し」がいるところ（グッズとかが置
お

いてあるところ）も落
お

ち着
つ

くと感
か ん

じる。 

 安心
あ ん し ん

す る場所
ば し ょ

は家族
か ぞ く

が いるところや、友達
と も だ ち

がいるところ。家族
か ぞ く

や友達
と も だ ち

が いれば場所
ば し ょ

はどこでも

大丈夫
だ い じ ょ う ぶ

。あとは学校
が っ こ う

が好
す

き。  

 安心
あ ん し ん

するのは、家族
か ぞ く

と一緒
い っ し ょ

にいるとき、お母
か あ

さんや弟
おとうと

と話
は な

すとき、家
い え

にいるとき、寝
ね

ているとき。 

 安心
あ ん し ん

する場所
ば し ょ

は、図書館
と し ょ か ん

と公園
こ う え ん

。図書館
と し ょ か ん

は静
し ず

かで本
ほ ん

が読
よ

めるところが好
す

き。友達
と も だ ち

と遊
あ そ

んだりしてい

る時
と き

や、学校
が っ こ う

で友達
と も だ ち

と話
は な

している時
と き

も好
す

き。友達
と も だ ち

がいる場所
ば し ょ

に行
い

けるといい。一人
ひ と り

で校
こ う

区内
く な い

を散歩
さ ん ぽ

するのも好
す

き。 

 友達
と も だ ち

や小学生
しょ うが くせ い

（同
お な

じくらいの年
と し

の子
こ
）と話

は な
してるときが楽

た の
しい。このいけんひろばも色々

い ろ い ろ
な人

ひ と
と話

はな
し

たり、意見
い け ん

を交
か

わしたりできるから楽
た の

しい。 

 オンラインのフリースクールで勉強
べんきょう

しているが、そこで「推
お

し」がいる。顔
か お

を名前
な ま え

も知
し
らない人

ひ と
と話

は な
すこと

が楽
た の

しい。ゲーム・イラスト・ボカロ・アニメなど色々
い ろ い ろ

なことをやって、毎日
ま い に ち

８時間
じ か ん

くらい絵
え

を描
か

いていて、

それが楽
た の

しい。「推
お

し」の話
はなし

をしたり、聞
き
いたりしている時間

じ か ん
が一番

い ち ば ん
楽
た の

しい。 

 

〇こどもだけで話
はな

せる場所
ば し ょ

 
 こどもだけで話

はな
せる場所

ば し ょ
が欲

ほ
しい。こどもだけでいれる場所

ば し ょ
が少

す く
ないと思

お も
う。 

 親
お や

が入
は い

れない場所
ば し ょ

が欲
ほ

しい。 

 こどもだけで遊
あ そ

べる場所
ば し ょ

があることは知
し
っているが、家

い え
から遠

と お
く、校区外

こ う く が い
であるため遊

あ そ
びに行

ゆ
きづらい。

近
ち か

かったら行
い

ってみたいと思
お も

う。校
こ う

区内
く な い

に一
ひ と

つはこどもだけで遊
あ そ

べる場所
ば し ょ

があって欲
ほ

しい。学校
が っ こ う

のルー

ルで「校区外
こ う く が い

に一人
ひ と り

で行
い

ってはいけない」というものがあるため、校区外
こ う く が い

だとこどもだけで行
ゆ

きづらい。 

 図書館
と し ょ か ん

が校
こ う

区内
く な い

にないため、こどもだけで図書館
と し ょ か ん

に遊
あ そ

びに行
い

くことができない。 

 こどもだけで行
い

ける場所
ば し ょ

に過去
か こ

に行
い

っていたが、苦手
に が て

な子
こ
がいるため行

い
けなくなった。 

 どの学年
が く ね ん

の人
ひ と

も入
い

れる場所
ば し ょ

だと、低学年
て い が く ね ん

の子
こ
たちがうるさいため宿題

しゅくだい
や勉強

べんきょう
に集中

しゅうちゅう
できない。

同学年
ど う が く ね ん

の子
こ
で集

あ つ
まれる場所

ば し ょ
があったら嬉

う れ
しい。 

 防音室
ぼ う お ん し つ

みたいな空間
く う か ん

があると、集中
しゅうちゅう

できるスペースが確保
か く ほ

できるのではないか。 

 静
し ず

かに本
ほ ん

を読
よ
んだり、勉強

べんきょう
したりできる場所

ば し ょ
が欲

ほ
しい。家

い え
でも、宿題

しゅくだい
をしている時

と き
に親

お や
がテレビを見

み
て

いたりすると、うるさいと感
か ん

じる時
と き

がある。 

静
し ず

かに過
す

ごす場所
ば し ょ

とワイワイ過
す

ごす場所
ば し ょ

を選
え ら

べるといい。自分
じ ぶ ん

たちが行
い

けるところ（校
こ う

区内
く な い

）にある 

7月31日開催の『あなたが思う「居場所」は？』の報告資料より

各班ごとでできた意見
一つ一つについて記載。

各質問ごとに記載

19



報告資料（参考）

20



カテゴリ分けをして、参加
者から出てきた意見を分
かりやすくまとめます。

いけんのまと
めから意見を
ピックアップ

イラスト等を挿入
して親しみやすく

7月31日開催の『あなたが思う「居場所」は？』の報告資料より

21



当日見てもらい意見をもらった
資料がある場合は、それを示し、
視覚的に分かりやすい資料にす
るようにします。

いけんのまとめか
ら意見をピック
アップ

10月9日開催の「こども向けホームページについて」の報告資料より

22



ＦＢ資料（参考）

23



こども・若者の意見がここに反映されました。
だけでなく、政府側としてこのように解釈
しましたがあると良い。

出てきた意見１つ
１つについてでな
く、カテゴリ単位
で反映したかどう
かを記す。

イラスト等を挿入
して親しみやすく

7月31日開催の『あなたが思う「居場所」は？』のFB資料より

24



10月9日開催の「こども向けホームページについて」のFB資料より
反映したこと、これから対応し
たいことを分かりやすく区別

反映できない
場合は、反映
できない理由
を明記。
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